
Q A

対象となる空家等とは
どのようなものですか

次の要件をすべて満たしているものが対象となります。
①南関町にある戸建て住宅（現在使用していない、今後使用する予定がない）である。
②売買契約または賃貸契約の締結後１年以内である。
③補助金申請年度内に事業が完了する。
④居住予定者がいる。
⑤賃貸を目的として利用されている建物（アパート等）ではない。

建物の登記事項証明書
の所有者と異なる人は
補助対象者となること
ができますか。

建物の登記事項証明書に記載されている所有者以外で補助対象者となることができるのは、
①賃貸借契約により、新たに入居することとなった人
②賃貸借契約書に記載されている、共有名義人（相続人）の代表者
③売買契約書に記載されている、売主または買主
のいずれかになります。
※上記②の場合は、他のすべての共有名義人（相続人）の同意書（任意様式）が必要です。
※上記②の場合で、相続人がいる場合は、法定相続情報一覧図（法定相続情報証明制度により作成されたも
の）が必要です。
※上記③の例は以下のとおりです。
・売買契約後で所有権移転登記前に買主が申請する場合は、売主の同意書（任意様式）が必要です。
・売買契約及び所有権移転登記完了後に、売主が申請する場合は、買主の同意書（任意様式）が必要です。

法定相続情報一覧図は
どこで取得することが
できますか

法務局で取得することができますので、まずは、最寄りの法務局にご相談ください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

個人間契約も対象とな
りますか

売買契約及び賃貸借契約書については、仲介事業者による仲介でなくても対象となります。ただし、契約内
容に明らかな不備がある場合は対象外となります。

家財等の処分につい
て、申請者本人が行っ
た場合に費用を請求す
ることはできますか。

申請者本人、その他協力者等への謝礼等（車両借上料、ガソリン代含む）は補助対象外となります。家財等
の処分に係る申請者本人宛の見積書及び支払いを証明することができる書類があれば補助対象経費とみなし
ますが、見積書及び支払を証明する書類の発行者が特定できない場合や不適切と認められる場合は対象外と
なります。

３親等以内の親族とは
誰のことですか。

３親等以内の親族とは、申請者及びその配偶者の両親、子ども、祖父母、孫、兄弟・姉妹、曾祖父母、伯叔
父母、甥姪、曾孫と各々の配偶者となります。

その他注意点はありま
すか

・令和６年４月１日以降に実施された家財等の処分が対象となります。
・事業実施前、実施後写真については、比較できるもの（同一方向、角度から撮影）を提出してください。
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